
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年６月１日現在の、横浜市における障害者の任免に関する状況について、神奈川労働局に報

告を行いました。また、横浜市外郭団体及び横浜市指定管理者における障害者雇用の状況について、結

果を取りまとめましたのでお知らせします。 

 

１ 横浜市の障害者雇用率 

   令和７年度 令和６年度 前年度比 

市長部局 3.06％ 3.10％ -0.04 ポイント 

教育委員会 1.68％ 1.94％ -0.26 ポイント 

水道局 3.02％ 3.16％ -0.14 ポイント 

交通局 1.96％ 2.23％ -0.27 ポイント 

医療局病院経営本部 1.77％ 1.46％ +0.31 ポイント 

横浜市 2.27％ 2.72％ -0.45 ポイント 

   

  ※ 法定雇用率：2.8％ 

※ 横浜市は地方機関に係る特例の認定を受けているため、市長部局、横浜市教育委員会、横浜市

水道局、横浜市交通局、横浜市医療局病院経営本部の任命権者ごとではなく、すべてが横浜市と

いう同一の機関とみなされます。 

※ 雇用率変動の主な要因は、令和７年４月の算定方法の変更（除外率の引き下げ）によるもので

す。 

 

 

 

※障害者雇用状況報告 

 ＜横浜市＞ 

「障害者の雇用の促進等に関する法律」第 40 条に基づき、地方公共団体は毎年６月１日現在の、

障害者である職員の任免に関する状況を厚生労働大臣に通報することが義務付けられています。 

 ＜外郭団体・指定管理者＞ 

同法第 43 条第 7 項に基づき、労働者 40.0 人以上の事業主は毎年６月１日現在の、障害者の雇用

状況を厚生労働大臣に報告することが義務付けられています。 
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２ 外郭団体の障害者雇用の状況 

全外郭団体（35 団体）を調査した結果、国への報告義務がある雇用労働者数が 40.0 人以上の

団体（23 団体）のうち、21 団体が達成、２団体※が未達成でした。 

未達成団体については、早期雇用に向けて取組を進めます。横浜市においても、引き続き、

助言・指導を行っていきます。 

※  (公財)横浜市スポーツ協会、横浜食肉市場(株)の２団体が未達成 
  

区  分 団体数 

【報告義務対象】雇用労働者数が 40.0 人以上の団体 23（23）  

  法定雇用障害者数を達成している団体  21（23）  

法定雇用障害者数を達成していない団体  ２（０）  

【報告義務対象外】雇用労働者数が 40.0 人未満の団体 12（12）  
 

・法定雇用率は 2.5％（横浜市住宅供給公社は 2.8％） 

・法定雇用障害者数は雇用労働者数に法定雇用率を乗じた数（端数切捨て） 

・( )内の数字は前年度の団体数 

 

３ 指定管理者の障害者雇用の状況 

全指定管理者（220 団体）を調査した結果、国への報告義務がある雇用労働者数が 40.0 人以

上の団体（129 団体）のうち、79 団体が達成、50 団体が未達成でした。 

指定管理者に対しては、引き続き障害者の雇用を働きかけるとともに、団体が障害者雇用に

課題等を感じている場合は、障害者就労支援センター等の企業相談窓口を紹介するなど支援を

進めます。 

区  分 団体数 

【報告義務対象】雇用労働者数が 40.0 人以上の団体 129（125）   
法定雇用障害者数を達成している団体 

 
79（85）  

法定雇用障害者数を達成していない団体 
 

50（40）  

【報告義務対象外】雇用労働者数が 40.0 人未満の団体 91（90）  

・法定雇用率は 2.5％（横浜市住宅供給公社は 2.8％） 

・法定雇用障害者数は雇用労働者数に法定雇用率を乗じた数（端数切捨て） 

・( )内の数字は前年度の団体数 

 

 
 

お問合せ先 

（本市職員について） 

  総務局人事課長                   河村  信之  Tel 045-671-2055 

（外郭団体について） 

  総務局行政マネジメント課担当課長          江塚 直也  Tel 045-671-4324 

（指定管理者について） 

  政策経営局共創推進課担当課長            田中 真紀子 Tel 045-671-4392 


